
 

 

 

 

 

 

地域産業の活性化及び市の自主財源の確保を図るために、広告掲載を希望する企業・

団体等を次のとおり募集します。 

応募する企業・団体等の方は、募集案内等をお読みの上、必要書類を用意し申込期限

内に応募してください。 

※  本件は令和７年度予算成立を前提に行うものです。したがって予算不成立の場合に 

は本事業を停止させていただきます。 

 

問合せ先  小金井市環境部ごみ対策課（市役所第二庁舎４階） 

電  話  ０４２（３８７）９８３５ 

ファクス  ０４２（３８３）６５７７ 

Ｅメール  s040299@koganei-shi.jp 

 

公募の概要 

１ 家庭廃棄物指定収集袋の外袋有料広告掲載の概要 

⑴ 広告媒体  

燃やすごみ・燃やさないごみ・プラスチックごみを出す際に使用する家庭廃棄物指定収

集袋を入れた外袋になります。指定収集袋を購入等した多くの市民の方の目に触れる有力

な広報媒体といえます。 

⑵ 掲載規格  

種類 広告文字色 広告サイズ 

燃やすごみ用小袋（10ℓ） 白地に小豆色 縦５５ｍｍ・横１３５ｍｍ 

燃やすごみ用中袋（20ℓ） 白地に小豆色 縦７５ｍｍ・横１６０ｍｍ 

燃やさないごみ・プラスチックごみ用小袋（10ℓ） 白地に青色 縦４５ｍｍ・横１３５ｍｍ 

燃やさないごみ・プラスチックごみ用中袋（20ℓ） 白地に青色 縦６０ｍｍ・横１６０ｍｍ 

 ⑶ 印刷予定組数・掲載料 

種類 印刷予定組数 広告掲載料 

燃やすごみ用小袋（10ℓ） １７４，０００組 １３８，０００円 

燃やすごみ用中袋（20ℓ） １８５，０００組 ２３７，０００円 

燃やさないごみ・プラスチックごみ用小袋（10ℓ） ９３，０００組 ６０，０００円 

燃やさないごみ・プラスチックごみ用中袋（20ℓ） １６４，０００組 １６８，０００円 

   広告を掲載した外袋は、毎年１０月以降順次小金井市家庭廃棄物指定収集袋取扱店の店

頭に並び、翌年９月までの期間を予定として販売がされるものとします。なお、販売期間

は予定時期であるため、店頭に並ぶ時期を確約するものではなく、店舗ごとに差が生じま

す。 

 

 

令和７年度「家庭廃棄物指定収集袋の外袋」の 

有料広告主を募集します 
 

令和７年度家庭廃棄物指定収集袋の外袋有料広告募集案内 

 



２ 公募の手続  

⑴  公募のお知らせ 

市報令和７年２月１５日号及び市ホームページに掲載します。 

⑵ 募集案内等の関係書類は、ごみ対策課清掃係（第二庁舎４階）の窓口で配布するほか市

のホームページからもダウンロードできます。 

⑶ 申請書等の提出期間 

①  提出期間 

令和７年２月２０日（木）から令和７年３月２１日（金）まで（土曜・日曜・祝日を

除く、午前８時３０分から正午まで及び午後１時から５時までに御提出ください。） 

② 提出方法 

「小金井市広告掲載申込書」に必要な事項を記入し、掲載しようとする広告の原稿案

及びその他の必要書類を添えて、ごみ対策課清掃係（小金井市役所第二庁舎４階）ま

で直接持参してください。直接持参することが難しい場合はご相談ください。 

３ 選定結果の通知等 

広告の掲載基準に基づき、市が審査し、掲載の可否を令和７年４月１８日（金）までに応

募者に文書（広告掲載決定通知書／広告非掲載決定通知書）でお知らせします。 

 

４ 広告掲載料の納付 

掲載が決定した場合、広告掲載料を指定された期日までに一括前納していただきます。納

付書は、広告掲載決定通知書と一緒に送付します。 

 

５ 広告の版と版代（作成費用） 

広告のデザインの作成は、広告主の責任で作成してください。 

 

６ 広告の校正 

掲載が決定した場合、指定された校正期間中に版下の確認をしていただきます。校正期間

の初日までにごみ対策課より電子メールで広告の版下を送付しますので、校正期間内に校正

結果をご連絡ください。なお、校正期間は別途お知らせします。 

 

応募の条件及び掲載基準 

１ 応募書類 

応募する際には、次の書類を提出してください。 

 ⑴ 小金井市広告掲載申込書 

⑵ 家庭廃棄物指定収集袋の外袋に掲載する原稿申込書（掲載しようとする広告の原稿案を

添付のこと） 

⑶ 広告主の概要（本社所在地、業務（販売物）内容など）が明示された資料 

① 登記事項証明書又はその写し（法人の場合） 

② 住民票もしくはその写し、運転免許証又は国民健康保険証のいずれか（個人の場合） 

※ 東京電子自治体共同運営競争入札等参加資格業者登録をし、申請先自治体に小金井市を

選択している法人、若しくはホームページで業務概要が確認できる法人の場合は、広告主

の概要が明示された資料の提出を省略できます。 

⑷ 納税証明書（市外のみ） 



※ 市内に事業所を有している法人は、提出を省略できます。 

２ 掲載基準 

掲載できる広告は、市民生活に関連したもので、次のいずれにも該当しないものです。 

⑴ 市の印刷物等の公共性及びその品位を損なうおそれのあるもの 

⑵ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２

条に掲げる営業に該当するもの 

⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第１２２号）第２条第

２号から第５号までに規定する暴力団等の利益につながるもの 

⑷ 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人的宣伝にかかわるもの 

⑸ 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるもの 

⑹ 次の基準を満たしていないもの 

古物商、リサイクルショップ等の業種については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律

等、必要な法令等に基づく許可を受け、その番号を表示すること。また一般廃棄物処理業

に係る市長の許可を取得していない場合は、廃棄物を処理できる旨（例：「回収」「引取り」

「処理」「処分」「撤去」「廃棄」等）の表示はしない。 

販売店については、小金井市一般廃棄物指定収集袋の取扱店ではないこと。 

⑺ 前号に掲げるもののほか、広告媒体に掲載する広告として適当でないと市長が認めるも

の 

 

３ 広告掲載の決定方法 

同一の広告枠に複数の申込みがあった場合は、次に掲げる順序で優先順位を決定します。

また、同順位間での優先順位は、抽選により決定します。 

⑴ 国、地方公共団体又はこれらに類するもの 

⑵ 市内に事業所等を有する公共的団体又は廃棄物関連企業 

⑶ 前２号に掲げるもの以外の私企業又は自営業で、市内に事業所等を有するもの 

 

４ 広告掲載の掲載位置 

家庭廃棄物指定収集袋の外袋表面中央部に掲載します。 

 

５ 広告掲載の枠数 

外袋の種類ごと１枠の掲載とし、同一申請者により掲載できる枠数は原則として１枠まで

としますが、申し込み状況によっては２枠以上も掲載できます。 

 

６ 広告掲載の取消し 

次のいずれかに該当するときは、広告の掲載を取り消すことがあります。 

⑴ 広告が編集発行上又は掲載上支障となるとき。 

⑵ 広告主が広告掲載料を指定する期日までに納入しなかったとき。 

⑶ その他、市長が特に必要があると認めたとき。 

 

７ その他 

広告掲載が決定した後、広告主の責によらない理由によって広告掲載ができない場合、既

納の広告掲載料は還付します。 

なお、広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとします。また、広告主の責

による広告掲載の中止に伴い、市に損害が発生した場合は、広告主は損害を賠償することに 



なります。 

添付資料  

１ 小金井市広告掲載申込書 

２ 家庭廃棄物指定収集袋の外袋に掲載する原稿申込書 

 

関連資料  

１ 小金井市家庭廃棄物指定収集袋の外袋広告掲載取扱基準 

２ 小金井市広告掲載取扱要綱 

※ 必ず、これらの資料をお読みの上、お申し込みください。 


